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　○ この資料編には、障害のある方を対象とする、主な福祉制度等を掲載しています。

　　 紙面の都合上、必ずしも全ての制度が掲載されているわけではありません。

　○ 制度等の内容は変更される場合がありますので、詳細や手続きなどについては、
　　 問合先にご確認ください。

　　 （京都府が発行する「障害者福祉のてびき」が市役所窓口で配布されています。）
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　○ 障害のある方が、様々な福祉制度を利用しやすくするため、障害者手帳が交付されます。
　○ 障害の種類によって交付される障害者手帳は異なります。

　○ 手帳には、障害の程度によって等級（判定）と、種別（身体・知的のみ）が記載されます。

　　（種別は、交通機関の割引制度等に使われるもので、１種と２種があります。）
	ﾁｪｯｸ
	区　　　分
	障　害
	内　　　容
	問　合　先

	
	身体障害者手帳
	身　　
	身体障害のある方に交付される手帳です。

１級（重度）～６級（軽度）
	社会福祉課

Tel：75-1211
Fax：75-2083

	
	療育手帳
	　知　
	知的障害のある方に交付される手帳です。

Ａ判定（重度）～Ｂ判定（中・軽度）
	

	
	精神障害者
保健福祉手帳
	　　精
	精神障害のある方に交付される手帳です。

１級（重度）～３級（軽度）
	


　　［メ　　モ］（持っている手帳について）
	区　　　分
	番　　号
	等級
	種別
	交付年月日
	再認定日等

	身体障害者手帳
	京都府･

第　　　　号
	級
	種
	　　．　．
	有・無
	　　．　．

	療育手帳
	京都府

第　　　　号
	判

定
	種
	　　．　．
	有・無
	　　．　．

	精神障害者
保健福祉手帳
	京都府

第　　　　号
	級
	―
	　　．　．
	有
	　　．　．

	その他
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　○ 障害のある方の生活・自立を支援するため、次のようなサービスがあります。
　○ 介護保険制度を利用できる方は、介護保険制度のサービスが優先されます。

　　（問合先：社会福祉課75-1211　障害者相談支援センターいづみ：76-0881）
	ﾁｪｯｸ
	区　　　分
	内　　　容

	
	訪問系サービス
（障害のある方の住まいを訪ねて介護や外出の付き添いなどを行うサービス）
	居宅介護
(身体介護・家事援助)
	ホームヘルパーが自宅に訪問し、身の回りの支援をするサービスです。サービス内容には、着替えや入浴の手伝い、食事の用意、部屋の掃除や洗濯などがあります。

	
	
	重度訪問
介護
	重度の身体障害があり、寝たきりの方などを対象として、ホームヘルパーが自宅に訪問し、日常生活や、外出の際の支援をするサービスです。

	
	
	行動援護
	重度の知的障害がある方などを対象に、その障害のことをよくわかっているホームヘルパーが付き添い、外出の際の支援をするサービスです。

	
	
	重度障害者
等包括支援
	重度の障害のある方が、日常生活に必要となる複数のサービスを組み合わせて利用することができるサービスです。
組み合わせるサービスとしては、重度訪問介護と短期入所、生活介護と共同生活介護などがあります。

	
	日中活動系サービス

（障害のある方が昼間に行う活動のための場や機会を提供し、支援するサービス）
	生活介護
	施設で、日中活動や日常生活上必要となる行為の支援を行うサービスです。サービス内容には、入浴、トイレ、食事の手伝いや、作業活動、レクリエーション活動などがあります。

	
	
	療養介護
	重度の身体障害がある方が入院して医療を受けながら、日常生活の支援を受けることができるサービスです。

	
	
	自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
	各種のリハビリ訓練を行うサービスです。身体障害がある方に、体をうまく動かすことができるように訓練を行う機能訓練と、知的障害がある方などに、地域での生活に向けて訓練を行う生活訓練があります。

	
	
	就労移行
支援
	会社などに就職するための訓練や、仕事を探すための相談を行うサービスです。

	
	
	就労継続
支援
（A型・B型）
	会社などの一般就労の場以外で、指導員などから支援を受けて働くことができるサービスです。事業所と雇用契約を結ぶＡ型と、雇用契約を結ばないＢ型があります。

	
	
	児童デイサービス
	育ちに困難のある子どもを対象に、集団生活や日常動作の訓練を行うサービスです。

	
	
	短期入所
	家族の病気などにより自宅で過ごすことが出来ない場合に、障害のある方が施設へ短期間の（宿泊を伴う）入所をすることにより、身の回りの支援を行うサービスです。

	
	居住系サービス

（入所施設やグループホーム、ケアホームで夜間や休日に支援や介護を行うサービス）
	共同生活
援助・

共同生活
介護
	障害のある方たちが、アパートなどで集団生活を送る際に、日常生活の支援を行うサービスです。世話人が金銭管理や食事の提供を行う共同生活援助（グループホーム）と、併せて個別の身の回りの支援も行う共同生活介護（ケアホーム）があります。

	
	
	施設入所
支援
	障害のある方が入所する施設で、夜間に日常生活の支援を行うサービスです。入所中も日中活動系サービスを利用することができます。



　○ 障害のある方が使用する福祉用具の購入（修理）費の一部が助成されます（所得制限あり。）。
　○ 障害の種類や等級、年齢その他の要件によって、助成対象になる福祉用具は異なります。

　○ 基本的に購入費の1割が自己負担で、耐用年数内は同種目の購入費助成を受けられません。

　　 （低所得の方は、自己負担はありません。）
	ﾁｪｯｸ
	区　　　分
	障　害
	内　　　容
	問　合　先

	
	補装具
	身　　
	身体機能を補う用具です（下記）。
	社会福祉課

Tel：75-1211
Fax：75-2083

	
	日常生活用具
	身知精
	生活を安全に暮らしやすくする用具です（下記）。
	


　　［メ　　モ］（購入費の助成を受けた福祉用具について）
	補装具/

日常生活用具
	種目・品目
	品　名
	決定年月日
	耐用

年数
	購入業者名
/電話番号

	補 ･ 日
	
	
	　　．　．
	
	Tel：

	補 ･ 日
	
	
	　　．　．
	
	Tel：

	補 ･ 日
	
	
	　　．　．
	
	Tel：

	補 ･ 日
	
	
	　　．　．
	
	Tel：



④


　○ 障害のある方に対する所得保障として、様々な年金制度があります（一部所得制限あり）。
　○ 年金の種類や障害の程度によって支給される年金の額は異なります。

	ﾁｪｯｸ
	区　　　分
	障　害
	内　　　容
	問　合　先

	
	障害基礎年金
	身知精
	①～③までの期間に初診日のある病気やケガによって重度の障害状態になった方に支給される年金です。

 ①20歳到達前

 ②国民年金の被保険者である間

 ③国民年金の被保険者でなくなった後、

 　60歳～64歳までで国内に居住する間
	京都南年金事務所

（お客様相談室）

Tel：075-644-1165
市民年金課
Tel：75-1210
Fax：75-2083

	
	障害厚生年金
	身知精
	厚生年金の被保険者の方（会社等にお勤めの方）が在職中に初診日のある病気やケガによって、重度の障害状態になった時に支給される年金です。
	お勤め先事業所を管轄する年金事務所

ねんきんダイヤル

Tel：0570-05-1165

	
	障害共済年金
	身知精
	共済組合の加入者の方（公務員の方など）が在職中に初診日がある病気やケガによって、重度の障害状態になった時に支給される年金です。
	加入する共済組合


　　［メ　　モ］（受給している年金について）
	年金の種類

（該当区分にﾁｪｯｸ）
	基礎年金番号
	障害の等級
	受給権を

取得した年月
	次回診断書

提出年月

	□ 障害基礎年金

□ 障害厚生年金

□ 障害共済年金

□（　　　　　　　）
	
	級　　号
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




　○ 障害のある方に対する所得保障として、様々な手当制度があります（一部所得制限あり）。
　○ 手当の種類や障害の程度によって支給される手当の額は異なります。

	ﾁｪｯｸ
	区　　　分
	障　害
	内　　　容
	問　合　先

	
	特別障害者手当
	身知精
	身体または精神（知的障害を含む）の重度の障害が重複するなど、日常生活に常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅の方に支給される手当です。
	社会福祉課
Tel：75-1211
Fax：75-2083

	
	障害児福祉手当
	身知精
	身体または精神（知的障害を含む）に重度の障害があり、日常生活に常時介護が必要な20歳未満の在宅の方に支給される手当です。
	

	
	木津川市障害福祉手当
	身知
	身体障害者手帳（１～２級）、療育手帳（Ａ、Ｂ判定）を所持する方に支給される手当です。
	

	
	特別児童扶養手当
	身知精
	重度または中度の障害がある20歳未満の児童を養育する方に支給される手当です。
	子育て支援課

Tel：75-1212

Fax：75-2083

	
	児童扶養手当
	身知精
	ひとり親家庭（父母に重度の障害がある場合を含む。）の父母等に支給される手当です。
	


　　［メ　　モ］（受給している手当について）
	手当の種類

（該当区分にﾁｪｯｸ）
	番号
	受給権を

取得した年月
	次回診断書提出年月等

	□ 特別障害者手当
	
	
	
	

	□ 障害児福祉手当
	
	
	
	

	□ 木津川市障害福祉手当
	
	
	－
	ー

	□ 特別児童扶養手当
	
	
	
	

	□ 児童扶養手当
	
	
	
	




　○ 障害のある方の医療費（自己負担額）の一部を助成する制度があります（一部所得制限あり）。
　○ 医療の種類や障害の程度などによって助成の内容は異なります。

	ﾁｪｯｸ
	区　　　分
	障　害
	内　　　容
	問　合　先

	

	重度心身障害者（児）医療制度
	身知　
	75歳未満で一定以上（下記）の障害がある方の医療費が助成されます。
	国保医療課
Tel：75-1214
Fax：75-2083

	
	重度心身障害老人健康管理事業
	身知　
	65歳以上の後期高齢者医療保険の被保険者の方で、一定以上（下記）の障害がある方の医療費が助成されます。
	

	
	自立支援医療

（更生医療）
	身　　
	身体障害を除去・軽減するために認められた医療費が助成されます（18歳以上）。
	社会福祉課

Tel：75-1211
Fax：75-2083

	
	自立支援医療

（精神通院医療）
	　　精
	精神通院にかかる医療費が助成されます。
	

	
	自立支援医療

（育成医療）
	身　　
	身体障害を除去・軽減するために認められた医療費が助成されます（18歳未満）。
	京都府山城南保健所
Tel：72-0981
Fax：72-8412

	
	自立支援医療

（精神通院医療）

の自己負担軽減
	　　精
	国民健康保険に加入している方が、自立支援医療（精神通院医療）を受けた場合、保険適用内の自己負担額がなくなります。
	国保医療課

Tel：75-1214
Fax：75-2083




　○ 障害のある方や、障害のある方を扶養する方には、税金の軽減措置があります。
　○ 税金の種類や障害の程度などによって軽減される額・内容は異なります。

	
	区　　　分
	障　害
	内　　　容
	問　合　先

	国税
	所得税
	障害者控除等
	身知精
	本人、控除対象配偶者、扶養親族が「障害者」「特別障害者」（下記）である場合、所得控除を受けることができます。
	宇治税務署
Tel：44-4141

	
	
	心身障害者扶養共済制度関係
	身知精
	心身障害者扶養共済制度の掛金について、所得控除を受けることができます。

また、心身障害者扶養共済制度の給付金は非課税です。
	

	
	
	預金等の利子の非課税
	身知精
	障害のある方の預金等の利子が一部非課税になります。
	金融機関

	
	相続税
	身知精
	障害のある方が相続人になるとき、相続税が一部控除されます。
	宇治税務署
Tel：44-4141

	
	贈与税
	身知精
	重度の障害がある方の生活費等に充てるために信託された財産について、一定額までは贈与税はかかりません。
	

	地方税
	住民税

(市民税・府民税)
	身知精
	所得税に準じて、所得控除を受けることができます（控除額は所得税とは異なります）。また、所得が一定額以下の障害のある方については、住民税はかかりません。
	税務課

Tel：75-1203

Fax：72-3900

	
	自動車税・自動車取得税
	身知精
	もっぱら一定以上の障害のある方のために使用される自動車一台（所有者の制限あり）について、自動車税・自動車取得税が減免されます。（障害のある方本人が所有・運転しない場合は、市役所で使用状況の確認を受ける必要あり）
	京都府自動車税管理事務所

Tel：075-672-6155

Fax:075-672-2995

山城南府税出張所

Tel：72-0231

	
	軽自動車税
	身知精
	自動車税に準じて軽自動車税についても減免制度があります。
	税務課

Tel：75-1203

Fax：72-3900




　○ 障害のある方の移動を支援するため、さまざまな交通機関の運賃割引制度があります。
　○ 各種の割引を受ける際には、基本的に障害者手帳の提示が必要です。

	ﾁｪｯｸ
	区　　　分
	障　害
	内　　　容
	問　合　先

	
	ＪＲ運賃の割引
	身知
	鉄道運賃が５割引になります。

障害種別や介護者の有無、乗車距離等の条件があります（下記）。
	各駅

	
	私鉄運賃の割引
	身知
	基本的にはＪＲ運賃の割引と同じですが、会社によって異なる場合があります。
	各駅

	
	バス運賃の割引
	身知
(精)
	府バス協会加盟会社の路線バス運賃が５割引になります（近畿府県ほぼ同じ）。
手帳に「バス介護付」のスタンプがある時は介護者も割引を受けることができます。
（きのつバス、奈良交通は、精神も対象）
	各バス会社

	
	京都市地下鉄・
バスの運賃割引
	身知
	京都市地下鉄・バスの運賃が５割引になります。介護者も一部対象になります。
	京都市交通局

Tel：075-863-5061

	
	タクシー運賃の割引
	身知
	府内タクシー会社の運賃が１割引になります。（府外も割引が受けられる場合あり）
	各タクシー会社

	
	航空運賃、フェリー運賃の割引
	身知
	割引率等は会社によって異なります。
	各航空、船会社

（代理店）

	
	有料道路通行料金の割引
	身知
	有料道路通行料金が５割引になります。
障害種別や自動車の種類等の条件があります（下記）。事前に障害者手帳に市町村の証明を受ける必要があります。
	社会福祉課

Tel：75-1211
Fax：75-2083
西日本高速道路(株)
Tel：0120-924863




　○ 障害のある方の移動を支援するため、運賃割引以外にも様々な制度があります。
　○ 障害の種類や種別その他の要件によって、対象になるかどうかが異なります。

	ﾁｪｯｸ
	区　　　分
	障　害
	内　　　容
	問　合　先

	
	福祉タクシー利用券の交付
	身知
	一定以上の障害がある在宅の方に、一定額のタクシー利用券が交付されます。

（下記）（所得制限あり）
	社会福祉課

Tel：75-1211
Fax：75-2083

	
	自動車運転免許取得教習費の助成
	身
	身体障害がある方が普通自動車運転免許を取得する際の教習費の一部が助成されます。（下記）（所得制限あり）
	

	
	自動車改造費の助成
	身
	自動車の改造を条件として交付された運転免許を所持する身体障害がある方に、所有する自動車の改造費の一部が助成されます。（下記）（所得制限あり）
	

	
	駐車禁止除外指定車標章の交付
	身知精
	一定以上の障害がある方に、駐車禁止の場所（一部）に駐車できる標章が交付されます。
	木津警察署交通課

Tel：72-0110




　○ 障害のある方の生活を支える、様々な制度があります。
　○ 障害の種類や種別、その他の要件があります。（一部所得制限あり）
	ﾁｪｯｸ
	区　　　分
	種　別
	内　　　容
	問　合　先

	
	ＮＨＫ放送受信料の減免
	身知精
	障害のある方がいる世帯について、ＮＨＫの受信料（の一部）が免除されます。
（全額）世帯全員が市町村民税非課税

（半額）次の方が世帯主でＮＨＫ契約者

　　　　 視覚・聴覚障害１～６級

　　　　 身体障害１～２級

　　　　 知的障害Ａ又は精神障害１級
	ＮＨＫ視聴者コールセンター

Tel：0570-000588
社会福祉課

Tel：75-1211
Fax：75-2083

	
	移動支援
	身知精
	一人では外出が難しい障害のある方に移動その他の支援を行うサービスです。
	社会福祉課

Tel：75-1211
Fax：75-2083

	
	一時支援
	身知
	日中、障害のある方が自宅で過ごすことが出来ない場合に、施設で一時的に、身の回りの支援（日帰り）を行うサービスです。
	

	
	訪問入浴支援
	身
	家族やヘルパーの支援では入浴ができない重度障害のある方の自宅を訪問して、入浴の支援を行うサービスです。
	

	
	心身障害者扶養共済制度
	身知精
	障害のある方の保護者の方が加入者となって、掛金を納めることで、将来加入者にもしものことがあった際に、障害のある方に終身給付金が支給されます。
	

	
	地域活動支援センター
	　　精
	精神障害がある方の日中活動の場として、地域活動支援センターが開設されています。
	障害者地域生活支援センターいづみ

Tel：76-0076

	
	手話通訳者設置
	身
	聴覚障害がある方の各種相談等に応じています。
	相楽聴覚言語障害センター

Tel：72-6862

Fax：72-6862

	
	手話通訳者・要約筆記者派遣
	身
	聴覚障害がある方のコミュニケーション支援のため手話通訳者や要約筆記者を派遣しています。
	

	
	府営住宅への優先入居
	身知精
	一定以上の障害がある方が、優先的に府営住宅に入居できる制度です。
年に数回、募集があります。
	京都府障害者支援課
Tel：075-414-4601

社会福祉課

Tel：75-1211

Fax：75-2083

	
	生活福祉資金の貸付
	身知精
	障害のある方が属する一定所得以下の世帯に対する資金の貸付制度があります。
	社会福祉協議会

Tel：71-9559

Fax：71-9553

	
	地域福祉権利擁護事業
	身知精
	障害のため、日常生活での福祉サービスの利用や、金銭管理等がうまくできない方を社会福祉協議会が支援します。
	

	
	障害児・者に対する歯科診療
	身知精
	一般の歯科医院では、受診が困難な方のための歯科診療が実施されています。
	京都歯科ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ中央診療所
Tel：075-812-8493



　○ 障害のある方の様々な相談に応じる、相談窓口があります。
	
	相談窓口
	障　害
	主な相談内容
	問　合　先

	
	木津川市役所

社会福祉課
	身知精
	障害者手帳の申請、各種福祉制度の申請等
	Tel：75-1211
Fax：75-2083

	
	木津川市役所

健康推進課
	身　精
	こころの健康、特定疾患（難病）、発達のこと等
	Tel：75-1219
Fax：75-2083

	
	京都府山城南保健所
	身　精
	こころの健康、特定疾患（難病）、発達のこと等
	Tel：72-0979
Fax：72-8412

	
	京都府家庭支援総合センター
	身知精
	身体・知的障害についての医学的判定・医療相談（予約制：市社会福祉課に連絡）

社会的ひきこもりについての専門的相談
	Tel：075-531-9600
Fax:075-531-9610

(ひきこもり専用)

Tel：075-531-5255

	
	京都府宇治児童相談所
	身知精
	障害児についての、各種相談・指導、施設入所
	Tel：44-3340
Fax：44-3371

	
	京都府精神保健福祉総合ｾﾝﾀｰ
	　　精
	こころの健康やｱﾙｺｰﾙ問題、自殺防止対策
	Tel：075-645-5155

(自殺ｽﾄｯﾌﾟｾﾝﾀｰ)

Tel：0120-556-097

	
	京都府発達障害者支援ｾﾝﾀｰはばたき
	
	発達障害（自閉症・アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、 注意欠陥/多動性障害、学習障害等）のこと
	Tel：68-0645
Fax：68-0646

	
	南山城相談支援ｾﾝﾀｰ（養護学校）
	身知精
	障害（発達障害を含む）のある子どもの、教育や就学のこと
	Tel：72-7255
Fax：72-7256

	
	ﾊﾛｰﾜｰｸ木津
	身知精
	障害のある方の就職のこと
	Tel：73-8609
Fax：72-3660

	
	障害者相談支援

ｾﾝﾀｰいづみ
	身知精
	障害福祉ｻｰﾋﾞｽの利用その他全般的なこと

（木津川市の委託を受けて相談を実施）
	Tel：76-0881
Fax：76-0881

	
	山城南圏域障害者総合相談支援ｾﾝﾀｰ
	身知精
	障害福祉ｻｰﾋﾞｽの利用その他全般的なこと。（京都府の委託を受けた困難事例対応）
	Tel：93-3936
Fax：93-3937

	
	地域活動支援ｾﾝﾀｰいづみ
	　　精
	こころの健康のこと、精神障害のある方の日常生活や就労の支援
	Tel：76-0076
Fax：76-0070

	
	障害者生活支援ｾﾝﾀｰ「あん」
	
	発達障害のこと
	Tel：86-0508

Fax：86-5377

	
	しょうがい者就業・生活支援ｾﾝﾀｰ「あん」
	身知精
	障害のある方の就職のこと、その他生活に係る各種支援
	Tel：86-5056
Fax：86-4224

	
	相楽聴覚言語障害ｾﾝﾀｰ
	身
	聴覚障害のある方に係る各種相談

手話通訳者・要約筆記者の派遣
	Tel：72-6862
Fax：72-6862

	
	身体障害者・知的障害者相談員
	身知
	月に１回程度、相談会を実施
	広報きづがわをご覧ください

	
	木津川市社会福祉協議会
	身知精
	ボランティア活動のこと、地域福祉権利擁護事業のこと
	Tel：71-9559
Fax：71-9553

	
	京都府障害者相談ｾﾝﾀｰ（ｽﾏｲﾙﾈｯﾄ）
	身知精
	障害のある方の財産管理や権利侵害、施設や職場、日常生活上の問題相談
	Tel：075-702-1190
Fax：075-702-1190


① 障害者手帳のこと





③ 福祉用具のこと





［○注意すること　●参考］


○ 障害者手帳には、再認定（再判定）等の期日が設定されている場合があります。


　 期日前に手続きが必要です。（精神障害者保健福祉手帳は有効期間２年）�なお、障害の状況が変わった時は、いつでも再認定等の申請ができます。


身体障害者手帳�
再認定日前に京都府から通知があります。�
�
療育手帳


精神障害者保健福祉手帳�
通知はありません。期日の２～３ヶ月前に市役所の窓口で、再判定等の申請手続きを行ってください。�
�
○ 身体障害者手帳の申請時に提出する診断書（写し）は、後に障害年金等の手続に、


　 必要となる場合があります（念のため、コピーを残しておきましょう。）。.


○ 住所や氏名、障害の程度等が変わったときには、手続が必要です。


● 身体障害者手帳の区分（視覚、聴覚、平衡、音声言語そしゃく、肢体不自由、�　 内部（心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓・免疫））








［○注意すること　●参考］


○ 福祉用具の購入（修理）前に、市の支給決定を受ける必要があります。


● 補装具の種目（購入費・修理費が助成対象）（京都府の判定等あり）


視覚障害�
盲人安全つえ、義眼、眼鏡�
�
聴覚障害�
補聴器�
�
肢体不自由�
義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置


［児童のみ］座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具�
�
● 日常生活用具の品目（購入費が助成対象）（他に等級等の要件あり）


視覚�
火災警報器、自動消火器、歩行時間延長信号機用小型送信機、電磁調理器、視覚障害者用体温計、視覚障害者用体重計、情報・通信支援用具、点字ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ、点字器、視覚障害者用拡大読書器、点字ﾀｲﾌﾟﾗｲﾀｰ、視覚障害者用ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾚｺｰﾀﾞｰ、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用時計、点字図書�
�
聴覚�
聴覚障害者用屋内信号装置、聴覚障害者用情報受信装置、聴覚障害者用通信装置�
�
平衡�
つえ、移動･移乗支援用具、頭部保護帽�
�
音声�
聴覚障害者用通信装置、携帯用会話補助装置、人工喉頭�
�
肢体


不自由�
特殊寝台、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用ﾘﾌﾄ、訓練いす、特殊ﾏｯﾄ、入浴補助用具、便器、つえ、移動･移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ、電気式たん吸引器、情報･通信支援用具、紙おむつ、住宅改修�
�
内部�
透析液加温器、ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ、電気式たん吸引器、酸素ﾎﾞﾝﾍﾞ運搬車、蓄便袋、蓄尿袋、収尿器�
�
知的�
特殊マット、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器�
�
精神�
頭部保護帽�
�









⑧ 交通のこと（運賃割引制度）





［●参考］


● ＪＲ運賃割引の条件


手帳の種別�
第１種�
第２種�
�
乗車する方�
本人単独�
本人と介護者�
条件なし�
�
割引対象距離�
片道100km超�
距離制限なし�
片道100km超�
�
割引率�
本人５割引�
本人と介護者５割引�
本人５割引�
�
　　※普通乗車券の割引率です。その他の割引や乗車券の購入方法については、問合先


　　　にご確認ください。


● 有料道路通行料金割引の条件


手帳の種別�
第１種（身体・療育）�
第２種（身体）�
�
通行の方法�
本人運転、本人同乗�
本人運転�
�
対象の自動車�
本人又は家族所有の自家用車１台（乗車定員等の要件有）�
�
　　※割引の証明には有効期間（最長２年）があり、有効期間の延長にも手続が必要です。


　　※ETCを利用する場合も、ETC用の手続をとれば割引を受けることができます。





［○注意すること　●参考］


○ 福祉タクシー利用券は、毎年度申請が必要です（申請期間：３月下旬～４月）。�　　申請期間後の申請の場合、申請の翌月分からの月割りで利用券が交付されます。


○ 教習の開始又は自動車の改造前に、市の支給決定を受ける必要があります。�　（自動車運転免許取得教習費の助成、自動車改造費の助成）


● 福祉タクシー利用券の交付対象となる障害程度


身体障害�
視覚、下肢、体幹、移動機能障害�
１・２級�
�
�
上肢障害�
１・２級（下肢障害３級がある場合等に限る）�
�
�
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、


直腸、小腸、肝臓、免疫機能障害�
１級�
�
知的障害�
A判定�
�






⑨ 交通のこと（その他）





























⑩ その他の制度のこと








 Ⅲ．資　料　（資料編の使い方について）
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⑪ 障害のある方の相談窓口のこと





② 障害福祉サービスのこと





［○注意すること　●参考］


○ 年金を受給するためには、保険料の納付要件を満たしている必要があります。�（20歳到達前に重度の障害状態になった場合、20歳到達時に障害基礎年金申請可能）


○ 年金の申請には、医師の診断書、病歴状況申立書等が必要になります。�病歴状況申立書には、障害発生時から現在までの受診暦や生活状況を記載する必要が�あります。サポートファイルなどを活用して、記録を管理しましょう。


○ 障害によっては、一定期間を定めて年金が認定（有期認定）される場合があります。


　 指定のあった期日までに手続き（診断書の提出等）が必要です。


○ 住所や氏名、振込先口座、障害の程度等が変わったときには、手続が必要です。


● 障害年金の等級は、障害者手帳等の等級とは別のものです。





⑤ 年金・手当のこと（手当）





［○注意すること　●参考］


○ 手当については、毎年、現況届等の提出が必要です（木津川市障害福祉手当除く。）。


○ 障害によっては、一定期間を定めて手当が認定（有期認定）される場合があります。


　指定のあった期日までに手続き（診断書の提出等）が必要です。


○ 住所や氏名、振込先口座、障害の程度等が変わったときには、手続が必要です。





④ 年金・手当のこと（年金）





［○注意すること　●参考］


○ 医療費の助成を受けるために、医療機関の窓口で提示する証が交付されます。


区　　　分�
使用できる医療機関�
助成対象となる医療費�
�
重度心身障害者（児）医療制度


重度心身障害老人健康管理事業�
京都府内の医療機関 ※�
保険適用内の医療費�
�
自立支援医療


（更生医療・精神通院医療・


　育成医療）�
証に記載された医療機関


（自立支援医療機関）�
証に記載された医療の保険適用内の医療費


（一部自己負担あり）�
�
　※ 京都府外の医療機関で治療を受けた場合は、一旦通常の自己負担を支払った後、


　　 医療費の領収書を添えて申請すると、助成金が支給されます。


○ 住所や氏名、加入保険、障害の程度等が変わったときには、手続が必要です。


● 「重度心身障害者（児）医療制度」と「重度心身障害老人健康管理事業」の対象者


身体障害者手帳１～２級


療育手帳Ａ判定


身体障害者手帳３級かつ療育手帳Ｂ判定�
所得制限：なし�
�
身体障害者手帳３級


療育手帳Ｂ判定�
所得制限：あり�
�
● 上記以外に、特定疾患、小児慢性特定疾患、肝炎治療等への医療制度があります。�　 （問合先：京都府山城南保健所72-0981）





⑥ 医療のこと





［●参考］


● 「所得税」「住民税」の控除における「障害者」と「特別障害者」の手帳要件


障害者�
身体障害者手帳３～６級、療育手帳Ｂ判定


精神障害者保健福祉手帳２～３級�
�
特別障害者�
身体障害者手帳１～２級、療育手帳Ａ判定


精神障害者保健福祉手帳１級�
�



● 障害者控除等を受けるための手続


給与所得者の方（会社員の方、公務員の方等）�
年末調整（確定申告）�
�
上記以外の方（自営業の方、年金受給者の方等）�
確定申告、扶養親族等申告書�
�









⑦ 税金のこと








